
７月27日（土）、28日（日）の2日間、神楽門前湯治村で行
われた「第9回高校生の神楽甲子園」には、史上最多となる
18校が参加。フレッシュで熱い舞を披露し、甲子園は無事
閉幕しました。市では神楽の保存継承に寄与するため、神
楽甲子園をはじめとする、様々な取り組みを行っています。
現在、力を注いでいるのが首都圏の大学との連携による
神楽の振興です。今年3月にはスポーツや健康増進に加え
神楽の振興や保存継承に向けて相互協力を行う協定を学
校法人日本体育大学と締結しました。さらに、７月には伝
統芸能の保存継承のために連携協力を行う協定を学校法
人日本大学 芸術学部と締結しています。

今回の神楽甲子園には日本大学芸術学部の木村学部
長と同学部演劇学科の小林教授、日本体育大学スポーツ
文化学部の舘鼻准教授が参加。前日の交流会では、木村
学部長が「アートとエンタテイメントの未来」をテーマに講
演を行いました。また、2日間の大会を通して、舘鼻准教授
が閉会式で講評を述べたほか、小林教授から、最も印象に
残った2つの高校に日藝選奨が授与されました。（1日目：
千代田高等学校《広島》、2日目：葛巻高等学校《岩手》）

市では大学との連携を通じて、首都圏域での神楽の普
及、情報発信を行うとともに伝統芸能の保存継承、後継者
育成につなげていきたいと考えています。

首都圏の大学との連携など、
様々な要素が加わり一層規模を拡大

日本体育大学スポーツ文化学部
舘鼻准教授

日本大学芸術学部　木村学部長 日藝選奨を贈呈する小林教授

入居希望者多数の場合は抽選になります。

県、国が公表している土砂災害警戒区域や浸水想
定区域、震度分布図などをインターネット上で確認で
きる「Web版ハザードマップ」を開設しました。

土砂災害警戒区域等と浸水想定区域を同時に確認
できるほか、縮尺などを自由に変更して印刷すること
でお住まいの地域のハザードマップを作成することが
できます。
■Web版ハザードマップURL
　https://www.akitakata.jp
　　/ja/shisei/section/anzen/hm/

種類 市営住宅 若者用マンション

公募
期間 10月7日（月）～10月21日（月）

住宅名 八千代町殿前住宅
7棟14号室

虹のマンション
1棟4号室

所在地 八千代町下根137番地 高宮町佐々部531番地6

家賃
（月額） 16,200円～31,800円 28,400円

間取り 木造二階建3DK ワンルーム

条件 所得制限（上限）あり

おおむね18歳から30歳まで
の単身世帯
貸付期間：満40歳となった後
に最初に到来する3月末まで

□問住宅政策課　住宅係　担当：岩本
☎・お太助フォン47-1202　 47-1206

□問危機管理課　防災・生活安全係　担当：塚本
☎・お太助フォン42-5625　 42-4376

公営住宅の入居者を募集します

Web版ハザードマップ

□問社会福祉課　障害者福祉係　担当：日野
☎・お太助フォン42-5615　 42-2130

身体障害者などの身体機能を補完、または代替す
るための補装具について費用の一部を支給していま
す。支給に必要な更生相談所の判定会を開催します
ので、希望される方は事前に社会福祉課障害者福祉
係、または各支所窓口で申請してください。
《日時》
10月31日（木）受付／13時～14時　判定開始／14時　
《場所》

クリスタルアージョ４階小ホール
■判定が必要な補装具

オーダーメイドの車いす・電動車いす・義肢・装具・
座位保持装置・重度障害者用意思伝達装置
※既製品の車いす、歩行器、盲人安全つえ、義眼、眼

鏡などは判定が必要ありません。
※補聴器は判定が必要ですが、今回の判定会では対

象外です。

身体障害者補装具判定会

在宅で重度の障害のために介護が必要な方に手当
を支給しています（5月、8月、11月、2月に前月分まで
の3か月分を支給）。

障害の程度、所得制限などの支給要件があります
ので、詳しくはご相談ください。
■障害児福祉手当
《対象》

日常生活において、常時介護を必要とする2０歳未
満の方
《支給額》

14，790円／月
■特別障害者手当
《対象》

日常生活において常時特別の介護を必要とする20
歳以上の方
《支給額》

27，200円／月

障害児福祉手当と特別障害者手当

□問社会福祉課　障害者福祉係　担当：好岡
☎・お太助フォン42-5615　 42-2130
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